
 

山県市全国大会等出場者応援金事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、国際的又は全国的な文化及び体育の大会（以下「大会」とい

う。）に出場した者に対し、全国大会等出場者応援金（以下「応援金」という。 

）を支給することにより、市の文化及び体育の活動の充実及び振興と、出場に係

る経費の軽減を図ることを目的とする。 

（支給対象者） 

第２条 応援金の支給対象者は、別表に掲げる大会への出場者で、次の各号のいず

れかに該当するものとする。 

（１） 市内に在住する者。ただし、実業団体に所属する者又はプロフェッショ

ナル契約している者については、オリンピック種目又はパラリンピック種目に

出場する場合に限る。 

（２） 市内に在住する者に扶養されている市外に住所を有する者 

（３） 市内の文化又は体育の活動を行う団体若しくは市立学校の部活動の指導

者又は監督 

（４） その他市長が必要と認める者 

２ 前項各号の支給対象者が未成年である場合は、その保護者とする。 

（支給金額） 

第３条 応援金の支給金額は、別表のとおりとする。 

（支給の制限） 

第４条 応援金の支給は、１年度内１大会とする。ただし、支給を受けた大会より

上位の大会に出場した場合は、その差額分について支給できるものとする。 

（支給の手続） 

第５条 応援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大会実

施年度内に山県市全国大会等出場者応援金支給申請書（様式第１号）に、次に掲

げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情

により、申請が実施年度内にできなかった場合は、翌年度末までを申請期限とす

る。 

（１） 大会の開催要項 

（２） 大会に出場登録されていることが確認できる書類 



 

（３） 予選の結果等出場までの過程が確認できる書類 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（支給の決定） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは支給を決定し、山県市全国大会等出場者応援金支給決定通知書（様式第２号）

により、不適当と認めたときは、山県市全国大会等出場者応援金不支給決定通知

書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（応援金の請求） 

第７条 前条の規定により応援金の交付の決定を受けた者は、決定通知書を受領し

た日から起算して１０日を経過する日までに、山県市全国大会等出場者応援金交

付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（支給決定の取消し等） 

第８条 市長は、応援金の支給決定を受けた者又は応援金の支給を受けた者が次の

各号のいずれかに該当するときは、応援金の支給決定を取り消し、又は既に支給

した応援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（１） 虚偽の申請その他不正な行為により支給の決定を受けたとき。 

（２） 大会に出場しなかったとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

    

附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年２月２６日告示第２２号） 

 この告示は、公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第２条、第３条関係） 

区分 支給金額（１人当たり） 

オリンピック、パラリンピック 国外 ２００，０００円

国内 １００，０００円

国際大会 国内予選、選考会による出場 国外 １２０，０００円

国内 ６０，０００円

国内予選、選考会がなく出場 国外 ８０，０００円

国内 ４０，０００円

国民スポーツ大会、全国障害者大会、全国高校総合体

育大会、全国中学校体育大会、全国高等学校総合文化

祭等 

県外 ４０，０００円

県内 ２０，０００円

全国規模の大会（県予選、選考会によって出場する場

合に限る。） 

県外 ２０，０００円

県内 １０，０００円

その他市長が認めた大会 県外 ２０，０００円

県内 １０，０００円

備考 

全国規模の大会とは、国若しくは日本体育協会又は全国組織の団体が主催す

る大会とする。 

 


